
番

号 就労予定 父 母

９ １０

８ ９

８ ９

７ ８

６ ７

上記以外で月６０時間以上の就労を常態 ５ ６

１０

９

１日６時間以上８時間未満かつ月１５日以上の就労を常態 ８

６

９

７

上記以外で月６０時間以上の就労を常態 ５

５

５

２ 出産の前後で、休養を要するため保育ができない場合 ７

１０

１０

６

１０

９

７

７

４ ８

６

５ １０

６ 求　職　活　動 ２

７ 通学のため保育ができない場合 ７

８ 虐待やDVのおそれがある場合 ８

９ 在園児の継続利用 ４

８

６

平均

指数 番号 指数

＋３ １６ －５

＋３ １７  在園児の兄弟姉妹が、新規入園申込みの場合※ ＋２

＋１ １８ ＋２

＋１ １９ ＋１

－１ ２０ －１０

注 ・ 指数の高い人から希望先が優先されます。

・ 父母の指数の平均点と調整指数の合計で判定を行います。合計点が同点の場合は、

保育園等に在園しているもしくは同時に新規入園の申込みをしている兄弟姉妹が多い方が優先されます。

兄弟姉妹の人数が同じ場合、父母のいずれか低いほうの指数を比較し、高い指数の方が優先されます。

・ 調整指数で２区分以上に該当する場合は、当該項目ごとの指数を加算します。

ただし、１６～２０は複数該当する場合でも一番高い指数のみ適用されます。

※ 在園児が１号認定の場合は、他の園の審査には適用されません。

 在園児で、転園希望の場合

１５
 自営業等の雇用されていない保護者が、合理的な理
由なく、証明書類として前年の確定申告書の写しが提
出できない場合

 調査票にて「希望する保育所等に入所できない場合、育児
休業の延長を許容できる」を選択した場合。

小　計

合　計

１２  母子・父子世帯（死別、離婚、行方不明等）

１３  生計中心者の失業により、就労の必要性が高い  在園児で、転園希望園に兄弟姉妹が在園している場合

１４  子どもが障害者手帳を持っている場合

番号 状　　　　　　　　況 状　　　　　　　　況

１１  生活保護世帯  保育料等を滞納している場合

１０ そ　の　他
上記に掲げるもののほか、要保護家庭である等、緊急に保育が必要と認められる場合

上記に掲げるもののほか、保育が必要と認められる場合

調整指数

災　害　復　旧 災害の復旧に当たっている場合

月６０時間以上の就労希望

就　　　　学

虐　　　　待

育児休業取得時

介
護
･
看
護

病院等付添 週４日以上の付添（通所施設も含む。）

自宅療養
常時観察と介護を要する者（寝たきり状態）

上記以外の場合

３
通　院 一般療養

心身障害者
など

身体障害者手帳１級･２級又は、療育手帳Ａ判定又は、精神障害者手帳１級

身体障害者手帳３級又は、療育手帳Ｂ判定又は、精神障害者手帳２級

身体障害者手帳４級～６級又は、療育手帳Ｃ判定又は、精神障害者手帳３級

疾
病
・
障
害

入　院 １月以上を要する場合で精神性、感染症等の疾病

居宅内 １月以上の常時病気で寝ている場合で疾病は入院と同様

農業

１日６時間以上かつ月１５日以上の就労を常態

就
労

外勤

１日８時間以上かつ月２０日以上の就労を常態

１日４時間以上かつ月６０時間以上の農業に従事

妊娠・出産

１日６時間以上８時間未満かつ月１５日以上の就労を常態

１日４時間以上６時間未満かつ月２０日以上の就労を常態

内職 １日４時間以上かつ月６０時間以上の就労を常態

自営中心者

１
１日８時間以上かつ月２０日以上の就労を常態

１日６時間以上８時間未満かつ月２０日以上の就労を常態

上記以外で月６０時間以上の就労を常態

１日８時間以上かつ月２０日以上の就労を常態

自営協力者

１日８時間以上かつ月１５日以上の就労を常態

１日６時間以上８時間未満かつ月２０日以上の就労を常態

岩倉市保育園入園選考基準指数表 児童番号（　  　　 　　　）児童名（　　　　　　  　　　　）

区分
 保護者の状況 入園指数 保護者指数
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